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国際税務 
QI/FATCA/CRS関連情報 
令和 4 年 1 月 1 日に施行される CRS改正における概要及び留意
点 
 
2021 年 9月 9日 
令和 2年 3月 31日付官報にて租税条約等の実施に伴う
所得税法、法人税法及び地方税法の特例に関する法律の
一部改正、及び関連する施行令・施行規則等の一部を改正
する政令及び省令が公表され、令和 4年 1月 1日から施行
されることとなる。本ニュースレターでは令和 4 年 1 月 1日から
施行される改正内容の概要と留意点について簡単に概要を
記す。 

1. 新設法人 

実質的支配者の居住地国が必要となる特定法人の意義が
一部改正され、新設法人の規定が導入されることとなる。新
設法人とはその設立の日以後 2年を経過していない法人で
あって、その事業を開始していないもの（一定の法人を除く）
を指す。報告金融機関等は届出書を改定し、新設法人に係
る項目を盛り込む必要がある。 

2. 状況の変化 

報告金融機関等が特定対象者の居住地国等に係る新情報
を取得した場合には、報告金融機関等は特定対象者に対し
て異動届出書の提出を要求し、または、報告金融機関等に
おいて一定の再特定手続きを実施することとなる。報告金融
機関等は新情報の取得に係る事務手続を新たに規定する必
要がある。また、新設法人の規定により特定法人には該当し
ない特定対象者について、設立日から 2年を経過したという
事実は新情報の取得に該当することとなるため、報告金融機
関等はこれらの特定対象者について期日管理を行う必要があ
る。 

3. 報告対象者から除外される法人 

外国政府等が 100%支配しており、一定の事業活動に係る
要件を満たす法人は報告対象から除外されることとなる。 

4. 租税条約締結国の投資事業体 

外国で設立された投資事業体のうち、報告対象国以外の国
で設立されたものであっても、当該国が一定の租税条約締結
国である場合には、当該投資事業体は特定法人には該当し
ないこととなる。 

5. 記録の作成 

上記改正に伴って記録の作成が求められる事項についても改
正が行われた。特に状況の変化が発生した場合には、新情報
の取得に係る事情の詳細や当該状況の変化に基づく対応事
項について記録を作成する必要がある。 

おわりに 

日本における CRS制度は令和 4 年１月 1日からは令和４
年法改正に基づき、特定法人の定義や状況の変化における
対応の修正がなされることから、報告金融機関は事務手続等
の変更を行う必要がある。 

国税庁は、法令への厳格な対応を求めており、CRS に関する
法定調書や報告内容等について報告金融機関への調査を
実施している。今回の法令改正についても、今後調査の重点
対象となることが想定され、齟齬の無い対応が求められる。 

現在デロイト トーマツ税理士法人では令和 4年の法改正に
基づき事務手続書雛形のアップデートを行っており、最終化で
き次第ご契約先にはご案内予定としている。 
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Any tax advice included in this written or electronic communication was not intended or written to be used, and it 
cannot be used by the taxpayer, for the purpose of avoiding any penalties that may be imposed by any governmental 
taxing authority or agency. 
 
 
 
過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 
www.deloitte.com/jp/tax/nl/us 
 

お問い合わせ 

米国税務及び QI/FATCA、OECD CRS に関するお問い合わせは、下記の担当者までご連絡ください。 

デロイト トーマツ税理士法人 東京事務所 US デスク  

パートナー 前田 幸作 kosaku.maeda@tohmatsu.co.jp 

シニアマネジャー 秋葉 奈緒子 naoko.akiba@tohmatsu.co.jp 

シニアマネジャー Yeh Ching-Feng (Vincent) ching-feng.yeh@tohmatsu.co.jp 

マネジャー 渡邊 美穂子 mihoko.watanabe@tohmatsu.co.jp 

マネジャー 近藤 祐美 yumi.kondo@tohmatsu.co.jp 

所在地 〒100-8362  
東京都千代田区丸の内三丁目 2番 3号 丸の内二重橋ビルディング 

Tel 03-6213-3800（代） 

email tax.cs@tohmatsu.co.jp 
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